
地域間幹線系統（令和８事業年度分）に係る十日町市地域公共交通計画別紙の 

一部変更について 
 

 

 

 

 

 

 

１ 変更の概要 

・ 市内で運行する地域間幹線系統（※）については、令和８事業年度（R7.10.1

～R8.9.30）における国庫補助を受けるため、令和６年２月に策定した十日町市

地域公共交通計画及び令和７年６月に策定した計画別紙に必要事項を記載し、国

へ提出しております。 

 

・ この度、運行事業者におけるダイヤ改正（R8.4.1～）に伴い、計画別紙の内容

を別添のとおり一部変更します。 

 

 ・ 変更に伴い、地域間幹線系統に係る国庫補助額が 17,793 千円から 17,817 千円

に増額となります。 

 

  ※ 十日町市外との広域的な移動手段や、十日町中心部と中山間地域の移動手段

として運行されるもので、「長岡～十日町線」、「小千谷～十日町線」、「十日町

～中里～津南線」、「十日町～宮中～津南線」及び「森宮野原駅～津南～清津峡

～越後湯沢線」が該当します。 

 

 

２ 協議後の対応 

国へ提出している計画別紙及び関係書類について、変更の手続を行います。 

 

 

３ 添付資料 

・ 十日町市地域公共交通計画別紙（変更案） 

・ 計画別紙の関係書類（変更が生じた書類のみ添付） 

 

 

 

 

（協議事項の概要） 

 令和７年６月に策定した地域間幹線系統（令和８事業年度分）に係る十日町市地

域公共交通計画別紙について、下記のとおり変更したいので、ご意見をいただきま

すようお願いいたします。 

資料１ 



別 紙 

 

 

令和８年３月 日 

 

          十日町市公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

公共交通利用者は、人口減少や少子高齢化、モータリゼーションの進展などによって減

少傾向にある。また、新型コロナウイルス感染症による行動変容に伴う利用者の減少や、

事業者の経営状況の悪化に伴う路線廃止や減便、運転手の高齢化など、公共交通を取り巻

く環境は厳しさを増している。 

このような中、自動車を運転しない高齢者や高校生などにとって、地域公共交通は重要

な移動手段であり、今後も確保していかなければならない。また、高齢化の進行や運転免

許証の返納など、今後はさらに公共交通サービスの必要性が高まるものと考えられる。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、広域交通（十日町市外との広域的な移動）

及び地域間交通（十日町市中心部と中山間地域の移動）の役割を担う地域間幹線系統を確

保・維持し、地域住民の交通手段の存続を図る必要があり、当協議会は、令和６年２月に、

地域公共交通確保維持事業を含む十日町市地域公共交通計画を策定した。 

 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

地域間幹線系統である「長岡～十日町線」、「小千谷～十日町線」、「十日町～中里～津南

線」、「十日町～宮中～津南線」及び「森宮野原駅～津南～清津峡～越後湯沢線」について、

以下のとおり目標を設定する。 

 

 ア それぞれの系統の利用者数について、前年比 100 パーセントを上回る。 

 イ それぞれの系統の収支率について、前年比 100 パーセントを上回る。  

 ウ それぞれの系統に係る十日町市の負担額について、前年比 100 パーセントを下回る。 

 

 

（十日町市地域公共交通計画 P16～17、27、45 参照） 

 

 

 

（２）事業の効果 

 

 地域間幹線系統を維持することにより、地域住民等の日常生活に必要不可欠な移動手段

が確保される。また、地域間幹線系統と地域内フィーダー系統のネットワークが連携する

ことで、効果的・効率的な運行体系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にも

つながる。 

 

 

 

 

 

 

変更案（赤字部分を変更） 
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３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

 以下の取組について、交通事業者と十日町市が連携を図りながら実施する。 

 

・ 運行内容の見直しや他の公共交通サービスとの乗継ダイヤの調整（交通事業者、十

日町市） 

 ・ １日乗り放題券の活用による輸送人員の拡大（交通事業者） 

 ・ 運行内容の変更等に伴うデジタル公共交通マップの更新（十日町市） 

 

（十日町市地域公共交通計画 P51、54、58 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
 

表１を添付 

 

【表１の概要】                         （単位：千円） 

 事業者数 系統数 国庫補助申請額 

R8 年度補助（R7.10～R8.9 運行） ２ ５ 17,817 

R9 年度補助（R8.10～R9.9 運行） ２ ５ 17,817 

R10 年度補助（R9.10～R10.9 運行） ２ ５ 17,817 

 

① 予定している時刻表・系統図 

別紙を添付（系統図） 

 

② 運行予定者決定の流れ 

○ 市内乗合バス事業者へ本計画に登載を希望する系統について、調査を実施 

（市ホームページを通じて周知） 

○ 以下の点から現在運行しているバス事業者を運行事業者に決定 

・ バス事業者は、１つの事業者が継続して運行することで地域の交通手段を安定

的に確保できるとともに、雇用面も含め地域経済の安定に資すると考えられる。 

・ 当該系統を現に運行している事業者は、当該系統の運行に関する知識・経験を

有し、地域住民の信頼を得られており、安全・安心な輸送が期待できる。 

・ 運行系統の近隣に事業所を有しているため、大雪など不測の事態にも迅速に対

応でき、円滑な運行が期待できる。 

 

③ 輸送量が 15人～150 人/日と見込んだ根拠となる算出式 

「表１－５」を添付（平均乗車密度算定表） 

 

 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 
 

 表２を添付 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

 交通事業者・十日町市保有のデータによるモニタリング・評価を実施 
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７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

 表３を添付 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

 表４を添付 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

「別紙 生産性向上の取組」のとおり 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

該当なし 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 該当なし 

 

（２）事業の効果 

 該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 
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15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 該当なし 

 

（２）事業の効果 

 該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
 該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

 

○ 令和６年２月６日（書面開催） 

  ・ 十日町市地域公共交通計画（案）について 

    →計画について、承認が得られた。 

 

 ○ 令和７年６月９日 

  ・ 十日町市地域公共交通計画の一部変更について 

    →地域公共交通確保維持事業に伴う計画の一部変更について、承認が得られた。 

 

 ○ 令和７年６月 26日（書面開催） 

  ・ 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金（令和８事業年度分）に係る地域公共交通

計画認定申請書（案）について 

  ・ 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（令和８事業年度分）に係る地域公

共交通計画認定申請書（案）について 

→それぞれの申請書について、承認が得られた。 

 

○ 令和８年３月 日（書面開催） 

  ・ 地域間幹線系統（令和８事業年度分）に係る十日町市地域公共交通計画別紙の一

部変更について 

    （協議後、結果を記載） 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

 （協議後、結果を記載） 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）新潟県十日町市千歳町３丁目３番地 

（所 属）総務部企画政策課         

（氏 名）茂野 克哉            

（電 話）025-757-3193           

（e-mail）t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp   



令和８年度

新潟県
（十日町
市）

越後交通株式会社 E13 長岡～十日町 4,945.5 4,945.5

E25 小千谷～十日町 5,001.5 5,026.0

事業者計 ２系統 9,947 9,971

南越後観光バス株
式会社

2 十日町～中里～津南 3,574.0 3,574.0

3 十日町～宮中～津南 634.5 634.5

4 湯沢～森宮野原 3,638.0 3,638.0

事業者計 ３系統 7,846 7,846

５系統 17,793 17,817

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統）

特
例
措
置

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

※令和９年度、令和10年度については、令
和８年度事業から土日・祝日の日数による
運行回数等の違いを除き、変更がないため
省略

合　　　　　計

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）
【変更後】



表１　地域間幹線系統申請の概要

R８補助年度（令和７年１０月１日～令和８年９月３０日）

事業者名 運行系統名 広域行政圏 起点 経由地 終点 系統が 平　　　均 運 行 輸送量 計 画 実 車 補助対象 対象系統の 差 額 国 庫補 助金 路線要件判定 R6年度 R5年度 備考

中心市町村 またがる 乗車密度 回 数 走 行 キ ロ 経常費用の 経常収益の 内 定申 請額 計 画 計 画 今後の変更予定

名 市町村名 見込額 見込額 記 載 記 載 時期・内容等

（H13.3.31現在の ㎞ 人 回 人 ㎞ 円 円 円 円 円 円 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト 有 無 有 無

市町村単位） 往 復 平均 （再掲） 運 複 中 3 輸 連 赤 連 継

A B C
B*C
D E F G

Ｆ-G
H I

E×I
J K

J÷E÷K
L 行 数 心 回 送 続 字 続 続

（E13）

越後交通
㈱ 長岡～十日町

長岡市、小
千谷市、十
日町市 長岡駅前

小千谷・十日町
病院 十日町車庫前

長岡市、小千谷
市、川口町、十日
町市 14.5 14.5 14.5 5.0 5.9 29.5 61,984.9 21,981,712 8,154,736 13,826,976 4,945,500 135.83 8,419,411 26.97 5.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※低収益㌔按分(長岡市14.05㌔、小千谷市20.60㌔、
十日町市14.45㌔)

(E13-1)

越後交通
㈱ 長岡～十日町

長岡市、小
千谷市、十
日町市 長岡駅前

小千谷・十日町
病院 十日町車庫前

長岡市、小千谷
市、川口町、十日
町市 0.0 0.0 0.0 #VALUE! 2.8 #VALUE! 0.0 0 #VALUE! #VALUE! 27.83 #VALUE!

(E13-2)

越後交通
㈱ 長岡～十日町

長岡市、小
千谷市、十
日町市 長岡駅前

小千谷・十日町
駅西口 十日町車庫前

長岡市、小千谷
市、川口町、十日
町市 0.0 0.0 0.0 #VALUE! 2.6 #VALUE! 0.0 0 #VALUE! #VALUE! 28.00 #VALUE!

(E13-3)

越後交通
㈱ 長岡～十日町

長岡市、小
千谷市、十
日町市 長岡駅前

小千谷病院・十
日町病院 十日町車庫前

長岡市、小千谷
市、川口町、十日
町市 0.0 0.0 0.0 #VALUE! 0.5 #VALUE! 0.0 0 #VALUE! #VALUE! 25.40 #VALUE!

（E25）

越後交通
㈱

小千谷～十日
町

小千谷市、
十日町市 小千谷車庫前 千手 十日町車庫前

小千谷市、川西
町、十日町市 16.8 17.2 17.0 4.9 5.4 26.4 68,028.7 24,125,018 7,808,334 16,316,684 5,026,000 133.52 9,083,192 26.97 4.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2

南越後観
光バス
（株）

十日町～中里
～津南 十日町市

十日町車庫前
(十日町市)

中里
(十日町市旧中
里村)

津南営業所前
(津南町)

十日町市
（旧中里村）
津南町 14.7 14.0 14.3 7.0 7.9 55.3 82,635.2 26,877,920 19,729,150 7,148,770 3,574,000 252.82 20,891,827 35.81 7.0 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3

南越後観
光バス
（株）

十日町～宮中
～津南 十日町市

十日町車庫前
(十日町市)

宮中
(十日町市旧中
里村)

津南営業所前
(津南町)

十日町市
（旧中里村）
津南町 16.2 15.5 15.8 9.3 2.9 26.9 34,144.6 11,105,865 9,836,028 1,269,837 634,500 318.70 10,881,877 34.18 9.3 〇 〇 〇 平 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4

南越後観
光バス
（株）

湯沢～森宮野
原

湯沢車庫前
（湯沢町）

清津峡入口
(十日町市旧中
里村)

森宮野原駅前
(長野県栄村)

湯沢町、南魚沼市
（旧塩沢町）、十日
町市（旧中里村）、
津南町、長野県栄
村 17.7 17.7 17.7 5.0 3.9 19.5 51,762.5 16,836,280 6,854,911 9,981,369 3,638,000 153.42 7,941,407 30.46 5.0 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 × ×

系統キロ程申
請
番
号

補助対象
系統の
キロ当たり
運送収入

計画
運送
収入

計画
平均
賃率

計画
平均
乗車
密度



３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合
（１）系統概要

2180.5 往 14.50

(5.9) 復 14.50

1998.0 往 16.60

(5.4) 復 17.50

（２）補助対象経費の算定

羽越
(E13

）
E13

羽越
（E25

）
E25

（３）負担者及び負担割合

羽越
(E13

）
E13 29.531%

羽越
（E25

）
E25 48.433%

818,517 円 1.2%9,971,500 円 14.1% 9,382,143 円 13.3% 50,367,430 円 71.4%合計 20,748,027 円 20,748,027 円 10,052,089 円 19,943千円 9,971千円 80,511,090 円 70,539,590 円

2.8% 国、県、小千谷市17.5% 5,460,432 円 19.1% 17,372,504 円 60.6% 804,252 円10,856,257 円 10,856,257 円 10,052,089 円 10,052千円 5,026.0千円 33,689,188 円 28,663,188 円 5,026,000 円

0.0%
国、県、長岡市、小
千谷市

11.8% 3,921,711 円 9.4% 32,994,926 円 78.8% 14,265 円9,891,770 円 9,891,770 円 円 9,891千円 4,945.5千円 46,821,902 円 41,876,402 円 4,945,500 円

合計

損失額から国庫補
助額を控除した額

ウの負担者とその負担割合
合計
シート
の申
請番
号

全体キロに対
する市町村
内のキロ割
合

新潟県 市町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の具
体的概要

ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’
ツ×みなし運行回数／
①計画運行回数＝ネ

ナ

55,911,227 円61,084,318 円 438,054.1km 60,559,645 円 440,931.8km

補助ブ
ロック名

申請
番号

特
例
措
置

ソのうち補助ブロック外乗入部
分、同一補助ブロック都道府県
外乗入部分及び他路線との競

合部分以外に係るもの

ソのうち補助ブロック外乗
入部分及び同一補助ブ

ロック都道府県外乗入部分
以外に係るもの

計画平均
乗車密度

が5人
未満の路線

補助対象経費 計画額 経常費用から
経常収益を控除

した額

ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム

350,357.2km 124,247,173 円 42,284,509 円 423,262.7km

135円.85銭 16,121,929 円 33,689,188 円 22,415,002 円 22,415,002 円90円.57銭 18,899,252 円 160,242.3 km 117円.94銭 21,909,156 円 161,268.2 km

43,736,083 円 80,511,090 円 55,911,227 円

48.433% 140,459.4km 49,811,117 円 114円.78銭 12,961,651 円 143,107.7 km

46,821,902 円 33,496,225 円 33,496,225 円29.531% 209,897.8km 74,436,056 円 131円.56銭 29,318,679 円 280,145.1 km 104円.65銭 42,184,982 円 277,811.8 km 151円.84銭 38,650,489 円 279,663.6 km 138円.20銭 27,614,154 円

基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

（チー（リ＋ヌ））÷チ
＝ヲ' ワ

ヘ×ワ以下の
額：カ

(d+e+f)/3 =ノ
経常収益

ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうちい
ずれか少ないほ

うの額

合計
シート
の申
請番
号補助対象系

統の実車走
行キロ当たり

経常収益
ヤ÷マ＝f

ノ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ

補助ブ
ロック名

申請
番号

特
例
措
置

補助ブロック外
乗入部分及び
同一補助ブロッ
ク都道府県外乗
入部分以外の
キロ程の比率

計画実車走
行

キロ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統のキロ当たり経常収益
補助対象
経常収益
の見込額

合計 2系統

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益
ヤ”÷マ”＝d

経常収益
ヤ’

実車走行
キロ
マ’

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益
ヤ’÷マ’＝e

経常収益
ヤ

実車走行
キロ
マ

往 52.7km

復 52.7km 52.7km

往 83.8km 往 0.0km

復 0.0km 0.0km復 84.7km 84.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km

復 0.0km 0.0km 0.000 48.433

％ ％

往 0.0km

％
千手

十日町車庫
前

365 日 回 4.9 E25
復 35.6km 35.1km 復 0.0km 0.0km 0.000 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 18.1km 往 0.0km

復 18.1km 18.1km
羽越 （E25）

小千谷～十日
町

小千谷車庫
前

34.6km 復 0.0km 0.0km 0.000

十日町車庫
前

365 日 回 5.0羽越 (E13） 長岡～十日町 長岡駅前
小千谷・十日
町病院

26.4人
往 34.7km 往 0.0km

29.531
29.5人

％
E13

復 49.1km 49.1km 復 0.0km 0.0km 0.000 復 0.0km 0.0km 復 34.6km

往 34.6km 往 0.0km ％往 49.1km 往 0.0km ％ 往 0.0km

オ÷チ＝ク リ ヌ ル ル÷チ
（チー（リ＋ヌ＋
ル））÷チ＝ヲ

合計
シート
の申
請番
号

全体キロに対
する市町村
内のキロ

起点
主な

経由地
終点

①＝カッコ内 ② ①×②＝③ チ オ

系統キロ程と
地域公共交
通再編事業
を実施する
区域におけ

るキロ程との
比率

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

他系統との
競合率

補助ブロック外乗
入部分、同一補助
ブロック都道府県
外乗入部分及び
他路 線との競合
部分 以外のキロ
程の比率

計画運行日
数 計画運行回数

（　　）

計画平均乗
車密度

計画輸送量
系統キロ程
（全体キロ）

地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキロ

程補助ブ
ロック名

申請
番号

特
例
措
置

運行系統名

運行系統



3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の
前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比
率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の金額から左記の場合
の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に相当す
る額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる
系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキロ程（リ）－同一補
助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国
土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

(1) 記載要領

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。


